一般社団法人スタディフレンド
2026年度奨学生募集要項

1．趣旨
　当法人の奨学金制度は、学習意欲のある中学生及び高校生に対し、奨学金を給付することで、自らが希望する環境において学習機会を得ることができるように支援することを目的としています。

2．特徴
　この奨学金の特徴は、次のとおりです。
　（1）奨学金は返済の義務はありません。
　（2）奨学金は学校の成績向上や受験対策を目的とする学習塾や通信教育等（以下、塾等）の授業料・月謝・入学金（以下、授業料等）として利用できます。スポーツ、音楽、絵画、あるいはプログラミングや語学に特化した習い事などは対象外です。
　（3）他の奨学金制度と併用可能です。
　（4）奨学金は年度毎に募集を行いますが、適切に使用されていると判断ができ、かつ、次年度も継続利用を希望される場合、優先的に採用される可能性があります。

3．応募資格
　（1）奈良県内に居住し、日本国籍を有していること。
　（2）日本国内の中学校及び高等学校に在学している学習意欲のある学生であること。
　（3）収入・所得が下表に記載の金額以下であること。
	世帯人数
	給与所得者
（源泉徴収票の支払金額）
	給与所得者以外
（確定申告書等の所得金額）

	2人世帯
	400万円
	150万円

	3人世帯
	500万円
	200万円

	4人世帯
	600万円
	250万円

	5人以上世帯
	700万円
	300万円



4．給付対象期間、金額、採用予定人数、給付方法
（1）給付対象期間：2026年4月～2027年3月
（2）金額：月額2万円（年間24万円）
（3）採用予定人数：2名
（4）給付方法：奨学生又は生計維持者名義の口座への振込
なお、給付は負担軽減の観点から4ヶ月分をまとめて前払いにて行います
（2026年3月、2026年7月、2026年11月にそれぞれ8万円ずつ給付）。

5．応募方法
　奨学金の給付を希望される方は、以下内容をご確認の上、必要書類を揃えてご提出ください。
（1）提出先、期限
提出先：当法人（studyfriend2025@gmail.com）宛でメールに添付して提出。
期限	：2026年1月31日
（2）提出に際しての注意事項
・ファイル形式は、Word又はPDF、スマートフォン等で撮影した写真でも可。
・メールに添付するファイルのサイズは合計で10MB以内としてください。
・提出書類は採否にかかわらず返還いたしません。
・記載内容が明確に確認できない場合、書類の不備とみなします。
・提出書類の不備や不足がある場合、選考の対象外となります。
（3）提出書類
①奨学金申込書兼個人情報使用同意書
②生計維持者全員の収入証明書
※給与所得者は源泉徴収票、給与所得者以外は確定申告書。いずれも課税証明書でも可。
③利用予定の塾等にかかる授業料等が分かる資料
提出書類は当法人HPよりダウンロードしてください。

7．選考
　（1）当法人の選考を経て、2026年2月15日までに決定、通知します。
　（2）奨学生は提出書類を踏まえ当法人で選考し決定しますが、下記を優先とします。
	・学年が上のもの
	・経済的困窮度の高い世帯（世帯人数や家庭の状況を踏まえて総合的に判断します）

8．奨学金の返還及び廃止
　（1）奨学生が予定通り塾等を利用しなかった場合、返還しなければなりません。
　（2）塾等の利用状況によっては、奨学金の給付を廃止する場合があります。

9，義務
　奨学生として採用された際は、次の事項を守ることを誓約するものとします。遵守できない場合、次回の奨学金以降の給付を中止する場合があります。
　（1）塾等に支払ったことが確認できる証憑（領収書、振込明細書等）を保管し、次回給付時期の前々月末までに提出すること（例：「7月給付分の証憑は5月末までにご提出ください）。
　（2）塾等を利用し、学習に励むこと。何らかの事情で塾等の利用が困難になった場合、速やかに相談・報告すること。
　（3）奨学生の身分に変更があった場合、住所変更、連絡先の変更等の提出済書類の記載事項に変更が生じたときは、都度、当法人に届出すること。
　（4）当法人からの問い合わせ等に対して、適切に対応すること。
　（5）当法人が必要と判断した場合、塾等の利用状況を塾等に直接確認することについて承諾すること。

10．問い合わせ先
　奨学金の応募その他に関するお問い合わせは、下記までメールにてお問い合わせください。お問い合わせに対してはメールで回答をいたしますが、回答に時間を要する場合がございます。
　一般社団法人スタディフレンド：studyfriend2025@gmail.com

以上


